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「避難指示」発令！どうする？
　今年6月2日から３日朝方にかけての大雨では、大鹿村では、全世帯対象に「避難指示」が
発令され、驚かれた方も少なくなかったように思います。これは、令和３年5月の災害対策基
本法改正に伴い、警戒レベル4の「避難勧告」と「避難指示 (緊急)」が「避難指示」に一本
化され、以前の「避難勧告」のタイミングで「避難指示」が発令されるようになったことに起
因します（図1）。

　図1にあるような警戒レベルや避難情報は、気象庁の防災気象情報を元に発令されます。気
象庁では、災害に結びつくような激しい現象が予想される数日前から、早期注意情報（警報級
の可能性）を発表し、その後の危険度の高まりに応じて注意報、警報、特別警報を段階的に発
表しています。これら気象庁の情報と、警戒レベル、市町村が発令する避難情報の対応関係は、
図2にまとめられています。

※内閣府ホームーページ
https://www.bousai.go.jp/oukyu/hinanjouhou/r3_hinanjouhou_
guideline/img/poster1_multi.jpg より引用

※実物はカラーで、警戒レベルごとに色分けされている。
　1：白　2：黄　３：赤　4：紫　5：黒
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※１ 市町村が災害の状況を確実に把握できるものではない等の理由から、警戒レベル５は必ず発令される情報ではありません。
※２ 避難指示は、これまでの避難勧告のタイミングで発令されることになります。
※３ 警戒レベル３は、高齢者等以外の人も必要に応じ普段の行動を見合わせ始めたり、避難の準備をしたり、危険を感じたら自主的に避難する
　　 タイミングです。

図1　新たな避難情報に関するポスター・チラシ 表面中央部の図
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※気象庁ホームページ
　https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/alertlevel.html より引用
※実物はカラーで、警戒レベルごとに色分けされている。
　1：白　2：黄　３：赤　4：紫　5：黒

　さて、「避難指示」が出たらどうしたら良いでしょうか？かつては、避難行動として、自宅
から離れて安全な場所へ立ち退くことが求められていましたが、自宅が安全であれば、自宅内
に留まる、自宅内のより安全な場所に留まることも避難とされることになりました。しかし、
大鹿村では、ハザードマップ上で、土砂災害警戒区域内の家が数多くあり、自宅に留まるのが
安全とは言えないことが少なくありません。かといって、立退き避難をするためには、増水し
た沢や急傾斜地を通らなくてはいけないこともあるため、雨が酷くなる前に、避難しておく必
要があります。また、主な公設避難所は、大きな河川の近くに立地しているため、氾濫の危険
がないか等、確認する必要があります。このように、大鹿村では、どのような避難行動が適当
か、大変悩ましい状態です。普段から、どのタイミングでどのような避難行動をとるのが最善
か、一人一人が考えておき、いざというときに自発的に行動に移していくことが求められるよ
うに思います。（宮崎）
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図2　段階的に発表される防災気象情報と対応する行動


